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スイス統一関税圏の成立過程 と

19世紀スイスの自由貿易主義 (1)

黒 滞 隆 文

は じ め に

ドイツ諸邦において関税制度の統一が進めら

れた19世紀前半期は,隣接のスイスでも関税制

度の統一が試みられた時期であった｡スイスの

関税改革の試みは,集権化-の反発のために何

度も挫折 したが,19世紀半ばに至って自由貿易

主義に基づ く統一的な関税体制を生み出した｡

この間,チューリヒを中心に分布する綿紡績業

は,関税政策的な保護を受けずに勃興し,この

地域の産業革命の基軸的部門としての役割を

担った｡ヨーロッパのほとんどの地域の産業革

命が,関税政策的な保護の下で成し遂げられて

いることと対照させるならば,この時期のスイ

スの自由貿易主義は,経済政策史的にも,また

産業革命史的にも,極めて興味深い事例といえ

るだろう｡

また別稿において筆者は,チューリヒを中心

とするスイス北 ･東部の綿工業が,ライン河最

上流域の経済と密接な関係にあることを示して,

｢高ライン地域｣をひとつの経済圏として位置

づけた1)｡そこで,この経済的な空間と,スイ

スという政治的領域との関係を明らかにするこ

とが次の課題となろう｡ この点を問題にする上

で,経済空間-の国家権力による影響が最も端

的に顕われると考えられる関税制度の問題は,

重要な分析対象である｡

以上の問題意識の下に,本稿 (1)において

は,旧体制に終止符を打った1798年のヘルベ

1) 黒揮隆文 ｢高ライン地域の国境間経済関係- 産業革

命期の綿工業を中心に｣『社会経済史学』第62巻第4号,

1996年, 1-30ページ｡

ティア革命から1848年の連邦政府の成立までの

半世紀を対象に,関税制度の統一に関する各種

の試みを跡づける｡ その上で,続稿 (2)にお

いて,スイスの自由貿易主義の性格について,

1870年代までを視野に入れて整理を行い,また

連邦成立後の関税制度の性格について分析する｡

Ⅰ フランス覇権下の関税制度と通商政策

1.ヘルベティア共和国の関税改革の試み

1798年までの旧体制下のスイス盟約者団は,

主権国家の緩やかな連合体であり,関税や通行

税に関する域内の統一性はみられなかった｡個

人,団体,自治体や邦 (カントン)政府などが,

関税や,通行税,橋税,入市税,航行税その他

の関税類似税を個別に徴収 していた2)｡またグ

ラウビュンデンやウ-リなどのアルプスの重要

な峠では,多額の通行税が徴収され,また地元

の運送業者の組合が独占を維持 していた｡

1798年初め,バーゼル等の革命に呼応してフ

ランス軍がスイスに侵入し,スイスの旧体制は

崩壊 した3)｡フランスの影響の下で1798年に制

定された中央集権的なヘルベティア共和国憲法

は,冒頭で ｢カントン間のすべての国境は廃止

2) 本稿では,ここに挙げたような各種の税を,-一一一括して

関税類似税と表記する｡また,混乱を避けるため,以下

ではスイスを構成する支分国 (Ort,Canton)を一律に

｢カントン｣と呼称する｡

3) この時期の政治史的背景については,Capitani,de

Francois,"BeharrenundUmsturz(164811815)",inGe-

schlChtederSchwelgandderSchwezger,Basel/Frank-

furtam Main1986,511ページLJ/Fを参照｡なお,以下

の注記においては,相互主義的観点に基づき,引用文献

を示す場合には欧文の文献の場合にも欧文の引用記号を

用いず,日本語で表記する｡
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される｣と謳っていたが4),関税制度自体につ

いては具体的な規定はなかった｡他方,同憲法

の第48条では,新たに法律が制定されるまで従

来の法律が有効であるとしており,既存のカン

トン関税の徴収は,当面の間追認された5)｡

統一国家を掲げる憲法の精神に基づき,1799

年には統一関税法の制定が計画された｡輸出入
トランジツト

税を従量税とし, 通 過 関税は通過距離に比例

して課税するという構想であったが,容易に実

現 しなかった6)｡1800年 6月にはアルコール飲

料に対して各地で徴収されていた消費税の廃止

が決定されたが,同年9月には撤回された｡代

替財源が確保されるまでは,既存の税の存続は

やむを得ないというのがその理由であった7)｡

財政難に悩むヘルベティア共和国政府は,

1800年から翌年にかけて, ドイツ諸邦との国境

線に統一的な関税線を設けることを計画した｡

輸出入税は従価で 6%未満とされ,通過関税は

通過距離と外国との競合を考慮して課すことに

なった｡しかし輸入品価格の高騰や,隣国の対

抗措置を誘発する可能性,周辺国への企業活動

の移転の危倶のために商工業者の反対が強く,

集権派と分権派の対立による政局の混乱もあっ

て,この計画はついに実現しなかった｡1802年

6月には第2のヘルベティア憲法が定められた

が,これも同様に関税については何らの規定も

していなかった｡結局,関税改革の実現の前に

4) ヘルベティア政府は,この条文を根拠にチューリヒの
食料品移出禁止令を違憲であるとした｡Huber,Albert,
DZeEntwiCklungdeSeldgenbssISChenZollwesensと′Om Be-

gLnn dere7-5ten TarlfeblSZurBundesverfassung des

Jahre51848, °iss.,Bern1890,2ページ｡
5) 3月にはカントン間の取引規制を廃止する法が制定さ
れたが,実効性は無かったoLenzlnger,Paul,DieWlrt-

3ChaftSldeenderHelて,etlk,°iss.,Bern1936,82ページ以
下｡

6) Bauer,Hans,VanderZunftverfa55ungZurGewerbe-

frelheltinderSchwelZ17L98-1874,Base11929,75179

ページ｡ここでは,通過関税の語を,ある関税領域に
いったん持ち込まれ,そのまま領域外に持ち出される財
に対する関税について用いる｡通過関税は,領域性をも
つ関税制度を前提としており,特定の地点や街道を通過
する人や財に課せられる通行税とは,概念的に別個のも
のであるG

7) Lenzlnger,P.,前掲書,84185ページ｡Huber,A.,前掲
書, 2-3ページ｡
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ヘルベティア共和国は瓦解してしまった8)｡

ヘルベティア共和国の5年間は,地域主権が

強固なスイス史上では,例外的に集権的体制が

とられた時期であったが,この時期に関税改革

が実現しなかったことで,関税制度の統一は半

世紀後に持ち越された｡ヘルベティア共和国の

挫析は,中央集権的なフランスの制度が,地域

主権と自治の伝統に立脚するスイスには移植不

可能なことを示したものであった｡関税制度の

統一も,集権的体制への不信感の中で,実施に

移せる状況ではなかったのである｡

2.調停条約と大陸制度の下での関税制度

1803年以降,ナポレオンが没落するまでの

｢調停条約｣の時期は,｢小復古｣の時代 とも

呼ばれる｡ 中央政府は軍事 ･外交と治安維持を

権限とする ｢同盟権力｣に縮小され,かつての

邦はその主権をほぼ回復した9)｡

この時期のスイスの基本法となった調停憲法

(調停条約)は,その第5条において,｢旧来の

内外の関税は廃止される｡食料品,家畜,商品

の自由な流通が保証される｡ スイス領内には,

通行税の徴税所や関税徴収のための税関は,ど

のようなものであっても設けてはならない｡ス

イス国境の関税は,外国に隣接するカントンに

帰属するが,しかしこの関税率は盟約者団会議

で承認を得なければならない｣とし,また6条

では,｢何れのカントンも,街道,車道,治山

治水のために通行税を徴収する権利を有する｡

税率についても,同じく盟約者団会議の承認を

得なければならない｣とした｡しかし,この比

較的明瞭な表現にも拘わらず,この条文が既存

の税をも含めて禁止していると解釈するか,あ

るいは税の新設のみを禁止していると解釈すべ

8) Wartmann,Iiermann,InduStrteandHandeldesKan-

tonsSt.GallenaufEnde1866,St.Gallen1875,209-210,
217-222ページ｡Huber,A.,前掲書, 2-3ページ｡P.

Lenzinger,前掲書,86ページ｡
9) この時期のスイス盟約者団の法制史的背景については,
小林武 『現代スイス憲法』法律文化社,1989年,第1章,
および,U.イム･ホ-フ著,森田安-監訳 『スイスの
歴史』刀水書房,1997年,第7章参照｡
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きかをめぐって深刻な対立が生まれ,既存の関

税の廃止には合意が得られなかった10)｡

その後,同盟権力の意志決定機関である盟約

者団会議には関税委員会が置かれ,1806年に各

カントン領内の税関の廃止と,カントン境界関

税の大幅な簡素化を提案した｡しかしこの提案

は受け入れられず,盟約者団会議は既存の関

税 ･関税類似税に対して1年間の存続を認めた｡

各カントンは,関税制度を調査 した上で調停憲

法の精神に沿った改革を行うことを要請された

が,他方で既存の税の一括承認は1813年まで毎

年行われた｡こうして問題は先送 りされたので

ある｡

他方,スイスの外部国境線に沿った初の統一

的な関税組織は,ナポレオンの大陸制度を実施

するために設けられた｡

大陸制度では,なによりもまずフランス製品

の市場確保が目指された｡スイスがフランスと

の攻守同盟を結ばされた直後の1803年,フラン

スは綿製品に対する輸入関税を大幅に引き上げ

たが,この措置は大陸制度の前奏曲というべき

ものであった11)｡その後フランスの圧力の下で,

盟約者団会議は,ベルリン勅令に先立つ1806年

7月,イギリスの製品とイギリスの占領地で製

造された綿布の輸入を禁止 した｡この措置の実

行のために,国境に税関を設けることが必要と

なったが,その経費を賄うため, 1ポンドあた

り3クロイツの輸入税を課すことになった｡イ

ギリス製品の内では,綿糸が輸入禁止措置から

例外的に除外され, 1ポンドあたり1クロイツ

が課せられた｡スイスの北部,東部の国境に設

けられた14(のちに15)の税関での通関が義務

づけられた｡徴税事務と国境警備は国境カント

ンが行い,収支報告を盟約者団会議に提出する

こととされた｡各カントンに対する監督は,調

停条約体制の下で対外的にスイスを代表する

｢スイス知事 (Landammann)｣の責任 とされ

10) Bauer,H.,前掲書,196ページ以下｡Htlber,A,前掲

書,4-7ページ｡

ll) Wartmann,H.,前掲書,231ページ以下Dヘルベティ

ア共和国で準備されたフランスとの間の通商条約は,フ

ランス側が批准 しなかったために発効 しなかった｡

た｡この国境関税制度は,1810年まで,盟約署

団会議の議決で毎年更新された12)｡この国境関

税は純粋に目的税的な財政関税であり,国内産

業の保護の観点は全 く欠けていた｡

1810年に入ると,大陸制度は大幅に強化され

た｡ナポレオンはスイスを密輸の巣窟とみなし

ており,フランス帝国への併合という洞喝を用

いて,国境監視の強化と税率の大幅な引き上げ

を要求 した｡スイス知事であるバテンビール

(Wattenwyl)はこの非常事態の中で,調停憲

法で認められた権限を越えて,1810年11月,国

境徴税組織を盟約者団の直接の管理下に置いた｡

これを機にフランスの意向に沿った新 しい関税

率が定められ,平均税率は大幅に引き上げられ

たが,それでもフランスの直接支配地域に比較

すると,4分の1から5分の1の税率にすぎな

かった ｡

この大陸制度の下で,盟約者団は,フランス

政府の要求にも拘わらず,原桶にはとりわけ低

い関税率を適用し,また機械製綿糸に対する例

外的な輸入許可を維持 した｡こうした決定は,

綿工業と関わりの深いカントンにフランス政府

の目を避けて密かに伝えられた｡その後1811年

末に,フランスは再度イギリス製綿糸の流入阻

止を徹底するように迫った｡これを受けた措置

の結果,一時的に綿糸輸入量は激減したが,翌

年には回復し,1813年には1810年の水準に戻っ

ている13)｡

このように,最初の共通関税制度が,輸入を

抑制するのではなくむしろ促進する形で運営さ

れたことは,スイスの関税制度の性格を理解す

る上で重要である｡ いずれにせよ,綿布販売市

場の壊滅と綿糸需要の激減という副作用を考え

ると,フランス帝国市場から排除されたスイス

の綿工業にとって,大陸制度が実質的な幼稚産

業育成関税として機能したとは考えられない｡

1813年10月に,ライプチヒでナポレオンが敗

12) Huber,A,前掲書, 8-9ページ｡Wartmann,H.,前

掲書,245-246ページ｡

13) Huber,A,前掲書,10ページ以下｡Wartmann,H.,前

掲書,250,271,310ページ以下O
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北を喫すると,翌月に開催された臨時の盟約者

団会議は,大陸制度に基づく国境関税を廃止し,

フランス勢力圏からの離脱を示した｡しかし同

時に,当座の軍事支出を賄うために,従来の国

境税関において低率の輸入税 ･通過関税を課す

ことを決定した｡それまでの高関税を,数十分

の-の税率の財政関税に転換 したのである｡ こ

の措置によって盟約者団固有の財源が確保され,

各カントンの拠出負担は大幅に軽減された14)｡

これはスイスが自主的に国境関税を定めた最初

の決定であり,関税政策史上重要な意義を有し

ている｡

この国境関税への反対の急先鋒はザンクト･

ガレンであり,商工業が阻害されることを理由

に活発に廃止運動を展開した｡ウ-リ,バーゼ

ル,シャフハウゼン,グラウビュンデン,アッ

ベンツェル ･アウサーローデンもこれに賛同し

た｡その結果,施行から僅か8カ月後の1814年

6月末には廃止が決定された15)｡スイスの諸カ

ントンにとって共通関税制度はフランスの覇権

の象徴であり,軍事費の調達という緊急の課題

が達成された以上は,その廃止は避けられな

かったのである｡

ⅠⅠ 復古の時代の関税制度と通商環境

1.復古の時代の関税制度と盟約者団戦争基金

ナポレオンの没落後,17カ月にわたった ｢長

期盟約者団会議｣の結果,1815年8月,新 しい

同盟規約が締結された｡スイス盟約者団は,対

外的な共同防衛を主目的とする国家連合に復帰

した｡しかし従属邦や共同支配地などからなる

14) グラウビュンデンやボーはこの新 しい国境税制度には

参加 しなかった｡新 しい税率では,ツェントナーあた り

課税額は,アメリカ棉 6フラン, レバント棉 ･ナポリ棉

3フラン,機械紡績糸10フラン,手紡績糸 3フラン,漂

白 ･捺染絹布10フラン,粗綿布一般 3フラン,コーヒー,

茶や砂糖などには 6-12フランであ り,その他の植民地

物産には5フラン以下の関税が課された｡それ以外の商

品には,少数の例外を除き,ツェントナーあたり1バ ッ

ツェンが課せられた｡Huber,A.,前掲書,25-27ページ｡

Wartmann,H,前掲書,30ト302ページ｡

15) Wartmann,H.,前 掲 書,343-344ペー ジ｡Schmidt,

Helnrich,DleSChwelZLLnd dzee〟roIMlSCheHandeLs-

♪olttlk,Zurich1914,12118ページ.

69

かつての不平等で複雑な地域間関係は復活しな

かった 16)｡

1815年の同盟規約は,第11条で,関税に関し

て以下のように規定 していた｡｢盟約者団会議

によって承認された既存の関税,通行税,橋税

は,そのまま存続する｡しかし盟約者団会議の

承認なくしてこれらを新設したり,あるいは既

存の税率を引き上げたり,また時限的なものの

期間を延長したりしてはならない｣｡

同盟規約では,通商条約の締結は盟約者団会

議の権限とされていたが,関税主権がカントン

に残されているために,条約交渉には著 しい困

難が伴った｡たしかに,同盟の目的あるいは同

盟規約の規定に沿った議題であれば,多数決に

よる ｢決議｣の形で全体を拘束する決定を行う

ことが可能であった｡しかし同盟規約の第11条

は,盟約者団会議に関税に関する監督権限を与

えたにすぎず,執行に関する権限の有無は暖味

であり,カントン間の紛争の種となった｡同盟

規約それ自体の改正が政治的に困難である以上,

関税改革はカントンの自主的な参加を得なけれ

ば実現せず,そのためその後の関税改革の試み

は,ほとんどすべてがコンコルダー ト (Kon-

kordat,カントン間の国家条約)締結方式で行

われることになったのである｡

他方,一旦廃止された盟約者団国境税は,共

同の軍事行動のための盟約者団戦争基金の財源

として,同盟規約に盛り込まれた｡バーゼルと

グラウビュンデンはこれに反対したが,ナポレ

オンの百日天下によって国境防備の必要性が生

まれたため,カントン間の自由意思に基づく協

定という形式で復活したのである｡ 盟約者団会

議の場で関税率が決定され,輸入であれ通過で

あれ, 1ツェントナーあたり0.1-0.2フランと

いう極めて低率の税が一律に課せられた｡基礎

食料,家畜,飼料,建材,燃料などは免税とさ

れた｡関税の徴収は,国境カントンによって租

16) この 時 期 の 政 治 史的展 開 につ いて は,Andrey,

Georges,̀ ÀufderSuchemachdemneuenStaat(1798-

1848)",lnGe5ChLlhtederSchwelg〟ndderSChwelZer,

Basel/FrankfurtamMaln1986,527ページ以下を参照｡
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収入額の6% (翌年からは8%)の手数料を徴

収して行われた｡コンコルダー トの形で発足し

たこの国境税制度には,1821年にボーとバレー

(パリス)が,1827年にバーゼルとシャフハウ

ゼンが,また1829年にはグラウビュンデンが加

盟し,すべてのカントンが参加するに至った｡

1835年には徴税と基金の運営について統一的規

則が,また翌年には徴税に用いる共通の度量衡

が定められた｡1840年の討議では,ティチ-ノ

を除くすべてのカントンが制度の存続に賛成し

た｡こうして,この盟約者団国境税は,連邦政

府の成立まで基本的には変更されることなく存

続した17)｡

それにも拘わらず,その税率が後の連邦関税

の十数分の-と非常に低 く,経済政策的手段と

しての性格が全 く欠けていたこと,またスイス

の外周に統一的な関税線を設けたとしても,各

カントン間やカントン内の関税 ･関税類似税に

は一切触れなかったことから,この盟約者団国

境税は,スイスの政策史においては統一的関税

圏の形成を意味するものとは位置づけられてい

ない｡この見方は妥当なものであるが,しかし

いずれにせよ,盟約者団が直接管理する税収源

が確保されたのは,統一関税制度-の第一歩で

あった｡

2.内国関税 ･消費税･食料品移出入規制

こうして盟約者団の外周に曲が りなりにも共

通の関税線が設けられた後も,各カントンの内

国関税 ･関税類似税やその他さまざまな既得権

は,手つかずのまま残存していた｡この時期,

スイスの領内に設けられた各種の税関は,400

17) Rupli,Walther,Zollreform andBundesreform inder

Schwe13C1815-1848.Diejおmiih〟ngen um dieWlrt-

schaftllCheElnlgungderSchwelgandlhrEinjluBauf

dleG7滋ndzJngdesBundeSSiaateSTJOn1848,Zurich1949,

28ページ以下｡Huber,A.,前掲書,33-35,39-41,175

ページ以下｡Wartmann,H.,前掲書,343-344ページ｡

ベルンは,当初各カントンからの拠出額の2倍とされて

いた戦争基金の上限を8倍に引き上げることを提案した

が,貴族主義的なベルンの常備軍的思想に対する反発と,

ベルンの覇権を恐れる新設カントンの反対に遭い,結局,

4倍までの引き上げのみが1820年に受け入れられた｡

第14号 (1997.10)

に達したとされる｡ ほとんどのカントンは関税

体制の大幅な変更に反対しており,1816年の討

議では,僅かに,チューリヒの提案で既存の関

税制度の調査が決定されたのみであった｡この

調査の報告書は,錯綜した内国関税制度のため

にスイスを通過する貿易が周辺国に迂回しつつ

あると指摘 し,この問題への対策として,課税

の簡素化と,街道の建設 ･維持に必要な水準へ

の税率の引き下げを行うことを求めたが,具体

的な行動にはつながらなかった18)｡

錯綜した関税制度の問題性を最も端的に表 し

ていたのは,各カントンが課し,時にカントン

関税としての性格を帯びた消費税と,各カント

ンによる穀物の移出入規制であった｡

Ohmgeld (Umgeld)と呼ばれる消費税は,

ほとんどの場合アルコール飲料に対する税を意

味し,もっぱら中央スイス,スイス西部のカン

トンなどで徴収されていた19)｡ベルンは,1815

年から,カントン外から移入されるワインに消

費税を課した｡この消費税は事実上の輸入税で

あるとしてボーとヌシャテルが激しい非難をベ

ルンに加えたが,ベルンは,カントン内の課税

権はカントン主権に帰属するため,盟約者団会

議はこの間題に介入する権利を持たないと反論

した｡

こうした紛争を背景に,1831年には,14のカ

ントンがカントン間の移出入規制の禁止を決議

したが,強制力を伴わなかった｡また1833年に

は,盟約者団会議の通商問題委員会が,消費税

の窓意的運用を制限するための規制案を提出し

た｡これは消費税について,通過貿易を妨げな

いようにすること,盟約者団が締結する通商条

18) Huber,A,前掲書,42-44ページ｡Rupli,W.,前掲書,

69171,211ページO通行税収入の一部は実際に道路の建

設や補修に充当されており,通行税のすべてが関税的な

負担であったとはいえない｡実際,この時期のスイスの

諸街道はヨーロッパで最も整備されたものであった｡し

かしいずれにせよ,遠隔地交通が通行税負担の軽微な周

辺国経由の経路に迂回するようになっていたことは否定

できなかった｡

19) ヘルベティア共和国時代には,これらを廃止してアル

コール飲料に対し一律に販売価格の4%を課税すること

とされたが,これは前述のように実行されなかった｡
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約の規定に合わせること,食料品のみを対象と

すること,カントン内外の無差別原則を厳守す

ることを規定し,さらに徴税を口実としたカン

トン境界の軍事国境線化を禁止 した｡しかし消

費税を持つカントンはすべてこれに反対 し,こ

の規制案は実行されなかった20)｡消費税は,と

りわけスイス西部のカントンにとっては重要な

財源であった｡消費税を巡る各カントンの態度

は,原則によったものというよりは,自己の財

政的な利害に基づいた御都合主義的なもので

あった21)｡そのためこの消費税を巡る対立は,

1848年の関税制度改革まで続 くことになった｡

消費税とともに,農産物価格の高騰時に幾つ

かのカントンが食料品の移出を禁じたり,カン

トン内の生産者に村する排他的な保護を行った

ことも,カントン間の深刻な紛争の原因となっ

た｡同盟規約第11条は,カントン間の商品流通

の自由を保証 していたが,｢不当な利益 と,不

法な買い占めに対する警察的な措置はこの限り

ではない｣との但 し書きを付 していた｡この但

し書きには,｢この警察的措置は,自己のカン

トンの住民に村しても,他のカントンの住民に

対しても同様に適用されねばならない｣との規

定がされていたが,結果的にはこの但し書きが,

多くのカントンによる統制の濫用を招いた｡

実際,1816年の不作時には,ボーやベルンが

穀物の移出規制を行い,その他のカントンもこ

れに倣った｡これによって工業的な東スイスの

カントンは深刻な食料危機に見舞われた｡こう

した事態の中で,盟約者団会議は1818年と翌年

に,同盟規約第11条の警察条項を食料品の輸出

規制に用いてはならないことなどを決議 し,代

表邦 (Vorort)に村 して,違反したカントンに

同盟規約の遵守を要求するよう求めた｡さらに,

20) Rupli,W.,前掲書,92-96ページ｡Huber,A.,前掲書,

172ページ以下｡

21) ベルンの措置に最も強 く反対 していたボー自身でさえ

も,カントンの主権を制限する措置には反対 した｡

チューリヒがしばしば批判したように,ボーは自己の利

益に合致する限りでベルンに対する非難を行っていたに

すぎず,関税統一についてはむしろ強硬な反対派であっ

た ｡
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この決議が同盟規約自体によって定められた内

容の遂行のための決議であるとして,すべての

カントンを多数決によって拘束すると宣言した｡

しかしティチ-ノとバレーは,仝カントンを拘

束する内容を持つ盟約者団決議は,全会一致の

決議によってか,あるいは同盟規約で盟約者団

会議に当該の権限があらかじめ与えられている

事項に限り有効であるとして,この決議への服

従を拒絶した22)｡

その後も,第11条の規定に関するカントン間

の紛争が頻発し,とりわけベルンに対する非難

が繰 り返された｡盟約者団会議は,1831年にも

この間題についての決議を行ったが,やはり強

制力が伴わず事態の改善にはつながらなかった｡

この間題をめぐるカントン間の紛争は,1846年

から翌年にかけての飢健でも,そのままの形で

再現されたのである23)｡

3.対仏報復関税制度とその挫折

1820年代のスイスで一時的に実現 したコンコ

ルダー ト方式に基づく共通関税制度は,フラン

スの保護主義的な政策に対する報復として打ち

出されたものである｡ ブルボン家の復帰後,過

商面でのスイスの最大の関心は,フランスが革

命時の輸入禁止的な保護貿易政策を継続するか

否かであった24)｡ しかしフランスは,1814年以

降次々と保護主義的な政策を打ち出した｡これ

に打撃をうけた商工業的なカントンは,フラン

スとの交渉に傭兵供給条約を利用するべきこと

を主張したが,ベルンを筆頭とする農業的カン

22) Bauer,H.,前掲書,198ページ｡Rupli,W.,前掲書,

66-68ページ｡Huber,A.,前掲書,59ページ以下｡

23) Huber,A,前掲書,63ページ以下,173-175ページ｡

Rupll,W.,前掲書,145-146ページ｡

24) スイスが,18世紀を通じて享受したような有利な条件

で通商条約を結べるのではないかとの期待 もあった｡

Scheven,W.,DieWechSelwtrkungzwISChenStaats-and

WlrtSChaftSPolltlklndenschweZZerisch-fTTanZOSlSChen

BezlehungenderRestaurationSZelt,°iss.,Bern1920,12

ページ以下,50-53ページ｡Litschi,Josef,"DasRetorslOnS-

Konkordat vom Jahre 1822", in ZeltSChrlft fill

SchwezzerzscheStatlStlk/JournaldestatzstlqueSulSSe,

Luzern1892,7ページ以下｡Wartmann,H.,前掲書,

3451347ページ｡
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トンは,傭兵供給条約の締結は各カントンの管

轄であり,他方通商条約は盟約者団の管轄であ

るとして,両者のリンクを拒絶 した｡結局,フ

ランスの譲歩を引き出す前に,ベルンを中心と

する諸カントンとフランス王室の間で1816年に

傭兵供給条約が結ばれた｡しかしフランスがそ

の直後に新しい関税法を定め,綿糸 ･綿布に対

する輸入禁止を継続 し,亜麻布やチーズに対す

る関税を輸入禁止的な水準に引き上げたことで,

スイスが絶好の取引材料を失ったことが明らか

になった25)｡

フランスの保護主義的な政策はこれにとどま

らず,1817年にはさらに関税率を引 き上げ,

1819年には穀物関税を導入した｡この事態を憂

慮 した盟約者団会議は委員会を設けて報告を提

出させた｡この報告書は,報復関税の採用を完

全に否定したわけではなかったが,基本的には

国家による経済への介入に反対 し自由貿易を擁

護しており,具体的な対策は示さなかった｡報

復措置がスイスの物価水準を引き上げ,国際競

争力に悪影響を及ぼすこと,徴税には費用がか

さみ,また密輸を誘発すること,中継貿易が打

撃を受けること,また商人たちが商業拠点をス

イスの外部に設けてスイスの利害に打撃を与え

るだろうことなどが,その理由であった26)｡

その後も,フランスは農産物の保護を強化し,

1820年以降,チーズ関税,羊毛製品関税,穀物

関税,亜麻 ･大麻 ･肉その他の農産物関税を引

き上げた｡その結果,スイスからの家畜やチー

ズの輸出はほとんど不可能になった27)｡

25) Wartmann,H.,前掲書,347ページ以下,Schmidt,H.,

前掲書,19ページ以下｡Rupli,W.,前掲書,34-35ペー

ジ｡Huber,A.,前掲書,71ページ以下｡チューリヒの主

張 は,バーゼ ル,ザ ンク ト･ガ レン, アー ルガ ウ,

トゥ-ルガウ, シャフハウゼ ン, グラウビュンデン,

ボー,ティチ-ノによって支持され,他方,ベルンの主

張には,ルツェルン,ウ-リ,シュビーツ,ウンタ-パ

ルデン,グラールス,ツーク,プリブール,ゾロ トゥル

ン,バレー,ジュネーブが与 した｡

26) Litschl,J.,前掲論文, 2ページ｡Wartmann,H.,前掲

書,354-355,393ペー ジ以 下｡Rupli,W.,前 掲 書,

40-41ページ｡Huber,A.,前掲書,77ページ｡Scheven,

W,前掲書,25,65ページ以下｡

27) Rupli,W,前掲書,44-45ページ｡Huber,A.,前掲書,/
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この政策によってスイスと同様に打撃を受け

ていた南 ドイツ諸邦は,1822年,報復関税を設

け,スイスに対しても共同歩調を求めた｡スイ

スが同調する場合には,スイスに対しては最恵

国待遇を与え,関税の引き上げを行わないとし

たのである｡ これを受け,またフランスの関税

引き上げが農産物にまで拡大するに及んで,そ

れまで報復措置に消極的であったベルンを中心

とする農業的カントンは,独自に報復措置を実

施することを決定した｡フランスからの穀物輸

入を禁止 し,フランス産アルコール飲料-の課

税を強化 して,その他の製品にも新たに関税を

課したのである｡ これらの措置は,当時の状況

では抑制のとれたものであったが,バーゼル,

チューリヒ,シュビーツ,ジュネーブ,ヌシャ

テルはこれに反対 した｡上記の報告書で指摘さ

れた理由に加え,スイスの主力輸出品の市場が

すでにフランス以外の大陸諸国や海外市場に

移っていること,また植民地物産取引が報復措

置によって妨げられることなども,報復措置へ

の反対の論拠であった｡スイスが報復措置を実

施しても,自給自足度の高いフランスは,いず

れにせよ保護関税を捨てようとはしないだろう

との説得力のある見解も,報復反対論を強め

た 28)｡

しかし,この間題を検討するために盟約者団

によって設けられた委員会の報告は,自由貿易

を賞賛しつつも,自衛と報復の権利を根拠に,

報復措置を実施することを提案した｡穀物,蘇

粉を輸入禁止 (最終的にはキンタルあたり2.50

フランの輸入税に変更)とし,アルコール飲料,

植民地物産,皮革 ･繊維製品,油,チーズなど

20品目あまりの重要な輸入品に報復関税を課す

ことを定めたのである｡ この制度によってスイ

スの国境で課税された商品には,報復関税地域

＼81ペー ジ｡Wartmann,H.,前掲 書,397-399ペー ジ｡

1820年 6月には絹織物の輸入が禁止された｡Scheven,

W ,前掲書,68ページ｡

28) Litschi,∫.,前掲論文,4ページ以下｡Rupli,W.,前掲

書,45-50ページ｡Huber,A,前掲書,82,95ページ｡

Wartmann,H.,前掲書,397-400ペー ジ｡Scheven,W.,

前掲書,71ページ以下｡
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内での自由な流通を保証するとした｡税収は盟約者団-の拠出義務比率にしたがって各カン

トンに分配するとし,通過貿易を優遇することも明記された29)｡ この関税

の適用対象からは,スイスと通商条約を結んだ国,あるいはスイスと良好な通商関係を維

持 している国を除外 して,事実上フランスのみを標的とした3

0)｡ しかしそのために,この報復関税は一般関税制度と

しての性格を失ってしまった｡この草案は自由意思に

基づ くコンコルダー ト29) Litschi,J.,前掲

論文,7ページ以下｡Schmidt,H.,前掲書,21ページ以下｡Huber,A.,前掲書,8

4ページ以下cWartmann,H.,前掲書,399-40

2ページ｡Rupll,W ,前掲書,52ページ以下｡委

員会の少数派は,自由貿易を賛美し報復措置に反対 していた

｡なお,ここでの ｢通過貿易｣は,各カントンを ｢通過

｣する貿易ではなく,対仏報復関税協定地域を全体とし

てみた上で,｢通過｣となる貿易を意味する｡この両

者は混同されることが多く,後述のツェルウェ-ガ一による通過貿

易促進の計画においてもカントン間で解釈が

分かれ,計画の挫折の一因となった｡30) オーストリアも,1817年に絹,羊毛,絹

製品に対して輸入禁止的措置を定め,また1

818年には亜麻織物,農産物 ･農産加工品

にも高関税を課した｡しかしフランス市場を重視したスイスは,神聖同盟の有力2カ国と二正

面で対立することを避け,当面フ

ランスに対する対抗措置に専念したのであるoHuber,A,前掲書,80ページ｡ の形で提出され

たため,全会一致ではなく過半数で承認された

｡しかし文面では ｢盟約者団の合意｣という表

現が用いられており,また協定の実施に対する

盟約者団会議および代表邦による監督について

の規定が,仝カントンを拘束する決議としての

性格を残していた｡これらは対外的な効力を考

えての措置であったが,チューリヒやバーゼル

はこれに反発 した｡この対仏報復協定は,

12のカントンと3つの半カントンで批准され

,1822年11月に発効 した｡このうちグラ

ウビュンデンとティチ-ノは批准せず,代わ り

にウ-リとニ トパルデンが加わった (地図参照

)｡ベルンへの対抗意識 とその利己的な消費税政
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た｡またジュネーブやバーゼルで生産されるワ

インに対 して,自家消費分をフランスから輸入

していることを理由に,原産地証明がある場合

でもフランス産と同様の課税がされたことは,

両カントンの憤激を引き起こした31)｡

カントン間の深刻な対立の原因となったわ り

には,フランスに対する報復効果は微々たるも

のであった｡盟約者団内の対立の激化を憂慮 し

て,ルツェルン,ウ-リ,ニ トパルデンは協定

脱退を決定 し,その他のカントンも,1824年10

月をもって報復関税制度を終了させることを決

定せざるをえなかった｡ こうして,コンコル

ダー ト方式による共通関税創設の試みは, 2年

足らずで挫折 し,スイスは通商政策上の無力を

諸外国に露呈 した32)｡

この対仏報復関税協定は,カントン間の自由

意志に基づ く協力によって通商政策を行おうと

の試みではあったが,内国関税の廃止という関

税圏形成の最 も重要な要素を欠き,各カントン

の関税制度の調和 も想定されていなかった｡重

要な課税対象である穀物 とワインからの税収は

各カントンの歳入に直接編入されており,関税

法や関税施行令 もカントンごとに定められた｡

何よりも報復関税の主唱者であるベルン自身が,

カントンの持つ関税主権を制限することに断固

として反対 していた｡このように,対仏報復関

税協定の発想は,域内の自由な商品流通や,カ

ントン間の制度の統一を目指 したものではな

かったのである｡

4. ドイツ諸邦との関係

この時期は,隣接の ドイツ諸邦でも関税統一

が模索された時期であった｡ここで, ドイツ語

系のカントンが多数派を構成 しているスイス盟

約者団と, ドイツ諸邦による関税同盟の関係に

31) Litschi,J.,前掲論文, 8ページ以下oRupli,W.,前掲
書,55ページ以下oHuber,A.,前掲書,88ページ以下｡
Wartmann,H.,前掲書,402-408ページoScheven,W.,
前掲書,78ページ以下｡

32) この影響は,1822年に提案されていたサルデイニアか

らの条約交渉提案が撤回されるとい う形で表れた｡

Wartmann,H,前掲書,408ページ｡
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ついて触れておきたい｡

1816年にライブチ ッヒで ｢ドイツ工場生産者

協会｣(DeutscherFabrikantenverein)が結成

された際には,ザンクト･ガレンも正式に招待

されてこれに参加 した｡ここでは,スイスは ド

イツの14の地区のうちの第10地区と位置づけら

れ,ザンクト･ガレンがその拠点とされた｡し

か し,ザクセンが主導するこの協会-の不信感

のために,その後ザンクト･ガレンはこの運動

から離脱 した｡またリス トが主導 した1820年前

後の ｢ドイツ商 ･工業協会｣の動きに対 しても,

個人の資格で参加者を送ったものの,それ以上

の関与はなかった33)｡

ウィーン体制の下では,ブルボン家の反動的

な政策とフランスの保護主義のために,盟約署

団の通商外交は,フランス離れ とドイツ諸邦へ

の接近という動きをみせた｡他方 ドイツの側に

は, リス トのように,スイスを ドイツ国民経済

の自然な構成者とみなす見方もあった34)｡実際,

南 ドイツの南部 とスイス北 ･東部の諸カントン

は,経済的には農工分業関係にあり,互いに密

接に結びついていた｡

他方スイスでは,関税上の結合関係が政治的

な結合に発展 しうると考えられていた｡そのた

め19世紀 ヨーロッパで最も共和主義的であった

スイスでは,君主制の伝統が強い ドイツ諸邦と

の関税的な結びつきは,最初から忌避されたの

である｡ したがってスイスでは,ライン河の北

岸に位置するシャフハウゼンを除き, ドイツ諸

邦主導の関税同盟-の加盟を真剣に考慮する勢

力はほとんどみられなかった｡他方, ドイツ側

でも,スイス企業との競合を警戒する見解が支

配的であった｡ ドイツ諸邦 との通商関係の強化

は, ドイツ関税同盟の形成や ドイツの政治的統

一の動 きとは明瞭に一線を画す形で行われたの

である35)｡

33) H Wartmann,前掲書,381ページ以下｡｢ドイツ工場
生産者協会｣および,その後の ドイツ各地での類似の運

動については,松E日管雄 『ドイツ資本主義の基礎研究』
岩波書店,1967年,129ページ以下を参照｡

34) フリードリッヒ･リスト著,小林昇訳,『経済学の国

民的体系』岩波書店,1970年,466-467ページ｡
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次に,南 ドイツ各邦との間の通商交渉につい

てみてみよう｡ ビュルテンベルクは1824年に関

税率を大幅に引き上げたが,スイスに対しては

従来の関税率を適用 した｡1825年にはスイスと

ビュルテンベルクの通商条約が締結された｡こ

の条約は,スイス産品に対する特恵関税率の適

用を定めたほか,国境地帯での近距離貿易,小

売用の食料品取引,国境を挟んでの家畜の放牧

についての優遇措置を規定した｡また穀価の高

騰時に限り,穀物輸出の量を半分にまで制限で

きるとして,ビュルテンベルクによる穀物輸出

規制に歯止めを設けた｡さらに,再輸出入貿易

(Veredelungsverkehr)に関 しては,スイスの

漂白所で亜麻布を漂白した場合,ビュルテンベ

ルクへの再輸入時の課税を免除した｡またビュ

ルテンベルクで絹 ･綿に紡績 ･刺繍その他の加

工をし,スイスに再輸入する場合にも同様の措

置を定めた36)｡

他方バーデンとの間では,1812年に通商条約

が締結された37)｡1822年にこれが失効した後は,

暫定的更新が行われた｡バーデンは1825年の新

関税法で,スイスからの輸出品の多くに対する

関税を引き上げた｡その後も,スイスにとって

の輸出環境は改善しなかった38)｡

1828年に南 ドイツ関税同盟が成立すると,従

来の各領邦との条約は破棄されたが,スイスに

対する優遇措置の一部は残された｡通過貿易の

優遇,穀物輸出規制の制限,国境交通の改善,

一部の商品に対する関税優遇などである｡ また

35) Rupll,W.,前掲書,43-44ページoWartmann,H.,前

掲書,405ページ｡ ドイツ関税同盟については,諸田害

｢ドイツ関税同盟｣(諸田賛 ･松尾展成 ･小笠原茂 ･柳

津治 ･渡辺尚 ･E.シュレンマ-著 『ドイツ経済の歴史

的空間- 関税同盟 ･ライヒ･ブント』昭和堂,1994

年),3-61ページ,を参照｡

36) Studer,Wolfgang,DerVeredelungsで･grkehrgwISChen

DeutschlandandderSchwelg.SeineBedeutungandge-

schlChtlzcheEntwECklung,°iss.,Wtirzburg1927,37ペー

ジ｡Huber,A.,前掲書,96ページ以下｡Wartmam,H,

前掲書,410-411ページ｡

37) Wartmann,H,前掲書,295-296ページ｡この条約は

再輸出入貿易に対する優遇措置を定めており,刺繍ある

いは紡績のためにバーデンに輸入され再輸出される商品

に対して,バーデンは関税を免除した｡

38) 同上書,409-410ページ｡
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再輸出入貿易に対する優遇は,各領邦の裁量で

行えることになり,従来の措置が維持された｡

しかしバイエルンの高い関税率が南 ドイツ関税

同盟全体の関税率の基準となり,また綿製品や

亜麻製品が優遇措置から除外されたため,スイ

スにとって事態は深刻であった39)｡

南 ドイツ諸邦によって認められた以上の一連

の優遇措置は,高ライン地域内の密接な経済関

係を反映していた｡とりわけ再輸出入貿易や農

産物取引に対する優遇措置は,スイスと南 ドイ

ツの工程間分業関係や農工分業関係を反映する

ものであった｡

この時期のスイスの通商政策的な課題は,隣

国の中で唯一自由貿易政策をとるバーデンを,

ドイツ諸邦による関税同盟形成の動きから可能

な限り遠ざけておくことであり,さまざまな働

きかけを行っていた｡他方,その他のヨーロッ

パ諸国との通商関係は,悪化しこそすれ好転す

ることはなかった｡こうした通商環境の悪化は,

後の関税制度改革の背景となっていった｡

5.1820年代のツ工ルウェーガ一による改革の試み

復古の時代の関税改革の試みとして重要なの

は,ツェルウェ-ガ- (∫.C.Zellweger)の関

税改革案である｡ 盟約者団に直属する関税調査

官に1822年に就任 したツェルウェ-ガ-は,

1826年に関税改革に関する報告を提出した｡彼

は抜本的な改革が困難な状況を踏まえて,通過

貿易の減少への憂慮から,さしあたり通過関税

に焦点を絞った改革を提案した｡対象をボーデ

ン湖からジュネーブに至る通商路に定め,通過

関税を一律に従来の3分の1に引き下げ,カン

トンあたりの徴税拠点を1カ所とし,課税は重

量と通過距離のみを基準とするとした｡彼はさ

らに,運送業者特権の廃止その他の措置や,街

道の整備に関するコンコルダー トの締結を提案

した｡しかしながら,税率の引き下げ方法を巡

39) ただしその後の交渉の結果,農産 ･畜産品に対する優

遇措置のほか,絹糸および未漂白 ･末染色の綿織物に対

する関税の半減が認められた｡Studer,W.,前掲書,43

ページ参照｡Huber,A.,前掲書,105ページ以下oWart-

mann,H,前掲書,355ページ以下,413-415ページ｡
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る対立や,財源の維持に執着するカントンの反

対もあって,この計画は挫折 してしまった40)｡

その後1829年には,協定の対象をボーデン湖

からヌシャテル西端のフランス国境への経路に

限定し,反対するカントンを除外する形で,上

記の協定の実現を図ることになった｡1829年に

は協定が締結されたが,バーゼルはこれを批准

しなかった｡この時期アルザスではローヌ=ラ

イン運河が完成し,また対岸のバーデンでも,

通過貿易を引き寄せるべくバーゼルに接続する

経路には高関税を課 し,他方自国領を通る経路

は無関税としていた｡バーゼルはこうした動き

に危機感を覚え,地元の利害に直結する改革を

優先させたのである｡ こうした状況でバーゼル

を加えることが断念され,残余のカントンのみ

で協定の運用をはかることになった｡

他方1830年の7月に,領内で徴収する関税 ･

関税類似税の徴税方法の簡素化について,14の

カントンがコンコルダー トを締結した｡これに

は,チューリヒ,ベルンに加え,東スイスのカ

ントンや,ヌシャテル,ジュネーブも加盟 して

おり,各種の税を定率の通行税 ･橋税と消費税

とに集約することを内容としていた41)｡

上記の二つのコンコルダー トは,もし実現 し

ていれば部分的とはいえ統一関税圏形成への手

がか りとなるはずであった｡ しか しながら,

1830年のフランス七月革命とそれに続 くスイス

各地での ｢再生 (Regeneration)｣の動 きなど

で,この二つの協定はついに実行されないまま

に終わってしまった42)｡ いずれにせよ,改革の

挫析は,改革の必要性自体についての認識の不

足の結果ではなく,むしろ盟約者団の権限の不

40) Rupli,W,前掲書,73ページ以下cHuber,A.,前掲書,
48ページ以下｡さらに第2の協定の草案が作成されたが,
これはカントン全土で道路の改修に取り組んでいたボー
の拒絶によって挫折したC

41) Rupll,W,前掲書,85-87ページ｡Huber,A.,前掲書,
56ページ以下｡

42) 他方.幾つかの主要な街道で交通の促進についての成
果がみられた｡ゴットハルト峠に関しては,1826年の協
定で5つのカントンが合意し,馬車道の整備の義務,共
通の通行税の採用,運送業への自由競争の導入などが定
められた｡Rupll,W,前掲書,92,130ページ｡Huber,
A,前掲書,]17ページ｡

十分さや,カントン間の調整の困難さに起因し

ていたのである｡

ⅠⅠⅠ ｢再生｣の時代の関税制度と通商環境

1.再生の時代と同盟規約の改正

フランスの七月革命の後,多 くのカントンで

自由主義急進派勢力が政権を獲得 したが,これ

を受けて,1831年 5月から同盟規約の改正が討

議された｡翌年末に纏められた改正案は,国家

連合の原則にとどまりつつも中央権力の権限を

高め,関税や関税類似税についての許認可権限

を盟約者団会議に委譲し,これを距離や重量な

ど一定の基準と街道の維持経費に応 じて徴収す

るとした｡また個人の財産権に基づいた通行税

等は,相応の補償によって廃止するとしてい

た43)｡しかしこの草案は,保守派のカントンや

スイス西部の諸カントン,それにベルン,ティ

チ-ノ,グラウビュンデン,バーゼルの激しい

反対に直面した｡結局,1833年の5月に承認さ

れた新 しい同盟規約は,その第16条で,｢すで

に盟約者団会議によって承認されている現存の

関税 ･通行税 ･橋税などは,そのまま存続す

る｣と規定した｡抜本的改革は断念され,1815

年の規定に後退してしまったのである44)｡

43) この案は,同時に,郵便･貨幣制度の統一,軍事機構
の一元化,スイス内の居住･営業の自由,常設の中央権
力機構の設置を予定していた｡Gariel,Georges,La

CentrallSatLOni;conomzqueenSuLSSe.L'凪 Jt,7-eiconom7-

quedela C()nfidiratl(V2depuLS1848,ParlSIGenさve

1912,18-19ページ｡
44) Huber,A.,前掲書,114ページ以下｡Rupll,W,前掲

書,107ページ以下Oこの同盟規約の第8条は,盟約肴
団会議での重要な議題の議決については, 4分の3のカ
ントンの賛成が必要であることを定めていた｡また通商
条約に関する盟約者団の権限については,｢この [関税に
関する-引用者]条項,あるいはこの条項に基づく規定
は,関税･通商条約の締結に関する盟約者団の権限を損
うものではない｡こうした場合には,盟約者団は,当該
のカントンに適切な補償を行わねばならない｣とされた｡
なお,1833年に盟約者団によって設けられた委員会は,自
由貿易を擁護し,報復関税の採用に反対した｡同時に,
周辺諸国が形成する関税圏への加盟にも強く反対してい
た｡この委員会報告は,その後の盟約者団の通商政策の
基礎となった｡Emminghaus,C.B Arwed,DieSChweZZerl-

scheVo/kstL,･l佃chaji,IJeipzlg,1860,ErsterBand,1糾ページLl
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分権主義と集権主義の対立は,カントンの財

政主権に関する対立であった｡財源に関する各

カントンの不安を解消できない限り,関税統一

論者が勝利する見込みはなかった｡集権主義者

の基盤である急進派で も,関税問題については

意見が分かれており,とりわけベルンやボーで

は,急進派の間でも関税制度の仝スイス的な統

一の必要についての認識は稀薄であった｡

他方,1830年代には主要なカントンで関税制

度の再編がなされ,カントン内の内国関税の廃

止や制度の統一などが進んだ｡例えばチューリ

ヒでは,1835年,自由貿易主義的観点から,大

幅な税収減という犠牲を払って既存の税を集約

し,簡素な通行税による体制を確立した｡これ

は1830年代の民主化の反映でもあった45)｡

1834年には,今度はチューリヒの主導で,過

過関税軽減のためのコンコルダー トが計画され

た｡独自に関税改革を進めていたザンクト･ガ

レンと,改革の実現性に懐疑的であった トゥ-

ルガウを除き,諸カントンは総じてこの計画を

支持 した｡具体的には,既存の多様な通過関税

を,重量と通過距離に応 じた低率の通過関税に

一元化し,これをカントンの 1カ所の徴税拠点

で徴税すること,また運送業者に対する免許規

制を廃止することを予定 していた｡しかし,幾

つかのカントンに認められた特例を不服として

ベルンが批准を拒否し,結局,この計画は挫折

してしまった46)｡

盟約者団会議の関税専門家委員会が提案した

内国関税改革の計画も,同様の憂き目にあった｡

これは,通行税 ･橋税に課税基準と課税の上限

を設けること,カントンの輸入税を引き下げる

こと,穀物輸入関税 ･消費税に課税原則を定め

45) Huber,A,前掲書,121ページ｡Rupli,W.,前掲書,

148ページ以下｡これらの改革は,カントン境界関税方

式であれチューリヒでとられたような方式であれ,その

内容からして,1806年から1810年代にかけて ドイツ諸邦

で行われた領邦単位での関税統一化の動きに相当するも

のといえる｡

46) 他方,この計画に伴って進められた度量衡の統一は幾

分の成果を生み,十進法に基づく新しい度量衡を定めた

コンコルダー トが1835年に12のカントンにより批准され

た｡1836年には盟約者団の行政で使用が義務づけられた｡
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ること,市場税の統一をはかることなどを内容

とし,これらを6分野に分けて個別に実現を目

指していた｡しかし,ベルンや峠道を擁するカ

ントンなどが反対し,結局7カントンの批准し

か得 られず, このコンコルダー トも発効 しな

かった ｡

この時期,政府の次元で抜本的な改革に真剣

だったのはチューリヒとグラールスのみであっ

たが,そのチューリヒも,スイスの国境に統一

的な関税を設ける計画については,保護関税化

を警戒して積極的ではなかった｡他方,集権化

を求める勢力の重要な拠点でありながら,ベル

ンは関税に関してはカントンの主権に執着して

いた｡いずれにせよ,保守派カントンであるか,

あるいは ｢再生｣カントンであるかというこの

時期の基本的な対立軸は,関税制度改革に対す

る各カントンの態度に直結したわけではなかっ

たのである｡

関税改革をめぐるチューリヒとベルンの合意

の難しさは,ひとつには農業利害と工業利害の

対立にも起因していた｡その後,チューリヒと

ベルンが妥協を模索し始める1840年代まで,改

革の動きは停滞してしまった47)｡

2.再生の時代の対外通商環境

次に,再生の時代におけるスイス盟約者団の

通商外交についてみてみよう｡ ドイツ関税同盟

の成立に危機感を覚えたザンクト･ガレンなど

の要請を受けて,盟約者団は使節を派遣 して

バーデンの加入阻止を図ったが,これは失敗に

終わった48)｡バーデンはいずれにせよスイスに

対 して自由に輸出し得るのであるから,スイス

との貿易に関してはドイツ関税同盟への加入に

よって失うものはなかったのである｡

ドイツ関税同盟条約には,綿織物の再輸出入

貿易の優遇措置が盛 り込まれた｡そのため加工

のために関税同盟内に輸入され再輸出される場

合には,それまでのバイエルン,ビュルテンペ

47) Rtlpli,W ,前掲書,123-128ページ｡Huber,A,前掲

書,119ベーン｡

48) Wartmann,H.,前掲書,414ページ｡
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ルクでの取 り扱いに準 じて処理されることに

なった｡また,毛織物 ･未染色絹織物でも同様

の措置が認められた｡バーデンとどュルテンベ

ルクには,例外的に再輸出入貿易に対する優遇

措置を実施することが認められていた｡そのた

め,それまでビュルテンベルク関税法に定めら

れていた再輸出入貿易についての優遇規定は,

ドイツ関税同盟加盟後も維持された49)｡またそ

の後の南 ドイツ諸邦とスイスの通商交渉の結果,

スイスに対する関税優遇措置が1836年から適用

された｡穀物,木材,染料植物,陶磁器その他

幾つかの品目に対する関税の免除,ワイン,

チーズ,バター,午,時計部品に対する税率の

優遇,それに,繊維に関する双方向の再輸出入

貿易に対する優遇措置などがその内容であっ

た50)｡

他方フランスは,1831年 4月に輸入禁止品目

の国内通過を許可し,1836年には肉牛に対する

輸入税を引き下げた｡しかし,その他の工業製

品や農産加工品についてのスイスの要求はこと

ごとく拒絶 した｡

その他の諸国との交渉も一般に不調であり,

1844年にオース トリアがスイス製の時計と綿製

品に対 して大幅な関税軽減措置を適用 したこと

を除けば,ヨーロッパ各国との1830年代,40年

代の通商交渉は僅かの成果しか生まず,とりわ

け綿工業にとって近隣市場は目に見えて縮小 し

た｡スイスが報復関税を採用する態勢にないこ

ど,カントン主権に属する消費税その他の扱い

が議題 となる場合には,盟約者団が交渉者とし

てスイスを代表しえないことなどが通商交渉の

阻害要因となっており,スイスでは次第に関税

制度の改革を求める声が高まっていった｡とり

わけ ドイツ関税同盟の成立は,スイスの関税改

革論争を刺激 した｡ ドイツ関税同盟自体をスイ

スの関税統一のモデルとすべきとの見解は少数

みられたにすぎないが, ドイツ関税同盟の成立

によって製品市場が狭隆化 した東スイスでは,

49) Studer,W,前掲書,44ページ0
50) Huber,A.,前掲書,180ページ以下｡Wartmann,H.,

前掲書,415-417ページ｡
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統一的な通商政策を求める声が強まった｡カン

トン政府 レベルでは抜本的な関税改革に依然と

して及び腰であったが,個人や民間団体のレベ

ルでは,関税改革が重要な政治的課題として議

論されるようになったのである｡

3.1844年専門委員会報告

1840年代に入ると,チューリヒが統一的なス

イス国境関税に積極的になったこと,多 くのカ

ントンで集権主義的な急進派の勢力が拡大 した

ことで,関税問題が進展する兆 しが生れた｡

1840年代以降,チューリヒを中心に鉄道敷設計

画が進められており,旧態依然たる関税制度の

改革の必要性が人々に認識されたことも,その

背景にある｡ こうした中で,チューリヒは1841

年,チュー リヒ工業協会 (Ztircherlndustrie-

verein)の要求を踏まえて,関税制度の実態調

査 とそれに基づ く関税改革案の検討を盟約者団

に提案 した｡関税改革に反対するカントンが先

延ばしを図ったため調査は遅れたが,ようや く

1844年に,盟約者団会議によって承認されてい

た関税の目録が完成した｡この関税目録はその

後の関税改革の基礎資料となった｡

この関税目録によると,当時のスイスには,

通行税的な税体系に立脚するカントンと,ベル

ンのようにカントン境界に関税線を持つカント

ン,それに両者を併用 しているザンクト･ガレ

ンやルツェルン,プリブール,グラウビュンデ

ン,ティチ-ノなどのカントンが併存 した｡

アールガウに至っては,それぞれ異なる関税体

系を持つ三つの領域からなっており,極めて錯

綜 した状況であった｡この調査結果を元にした

1844年 3月の報告書は,1840年代の関税制度論

争の縮図であった51)｡

この報告では,委員の全員が保護関税政策に

否定的な見解を示 していた｡経済情勢は巷間で

言われているほどには悪化しておらず,他方,

革操業や鉄採掘業などが外国の保護関税に苦 し

51) Huber,A.,前掲書,122,155ページ以下oRupli,W.,
前掲書,129ページ以下｡Wartmann,H.,前掲書,434

ページ以下｡ Schmldt,H.,前掲書,49ページ以下｡
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んでいるとはいえ,これは関税的施策で改善で

きるものではないと指摘 したのである｡ その上

で,自由貿易の維持を前提に,国内交通の阻害

要因を取 り除くことを課題としたが,その方法

については委員の見解は分かれた｡

ルツェルン,バーゼル,ジュネーブ,ティ

チ-ノ,ヌシャテルからの出身者からなる多数

派の5人は,抜本的な改革に反対していた｡そ

の理由は以下のように述べられている｡ 従来の

関税体系が交通を著しく阻害しているとはいえ

ず,毎年の如 く商工業の破滅が予言されてきた

が,さしあたりは杷憂に終わっている｡ 漸進的

で着実な関税改革が各カントンで行われつつあ

り,その成果を待つべきである｡ また統一関税

制度は従来保証されてきたカントンの主権をさ

まざまな点で侵害する｡

実際, ドイツ関税同盟成立による打撃は,

1830年代後半からの海外市場の極めて精力的な

開拓によって,この時期にはかなりの程度まで

克服されていた52)｡ 多数派意見の現状維持論,

楽観論は,こうした遠隔地市場開拓の成果を背

景に主張されたのである｡これら多数派意見は,

現状の打開策として関税改革よりも教育改革を

重視 し,科学教育や職業教育などを行う工業学

校や各種専門学校を設立すること,図書館を整

備することなどを提案した53)｡その上で関税に

関しては,個々のカントンの自主的な関税の引

き下げ,スイス商品に対する消費税の課税の廃

止,通過貿易の優遇,道路 ･水路網や郵便制度

52) 遠隔地市場の開拓については,Veyrassat,B占atrlCe,

"LaSuissesurlesmarch6sdumonde;Exportations

globalesetr6paritlOn g60graphlque au XIXesi占cle.

Essaide reconstitution",ln BalrOCh,Paul,Martin

K6rner(占d.),LaSui5Sedamsl'iconomzemondfale/Die

SchweiglnderWeltw171schaft,Gen占ve1990,287316

ページ,および,黒揮隆文 ｢19世紀東スイス ･フォア

アールベルクの農村工業と世界市場｣『調査 と研究』第

11号,1996年10月,88-107ページ｡

53) スイスで,職業教育制度や科学教育制度の整備が比較

的早かった背景には,教育政策が関税改革の代替案とし

て位置づけられていたという事情があった｡この構想の

一一部は,1854年の連邦工科大学 (ETH)の設立に継承

された｡Craig,A Cordon,Geld〟ndGelSt.Ziirichlm

ZeltalterdesLLberallSmuS1830-1869,Munchen1988,

147ページ以下｡
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の整備を提案した｡

この提案に対して,チューリヒ工業協会の会

長であるペスタロッテ=ヒルツェル (Pestalozzi-

Hirzel)辛,盟約者団関税調査官であるツーク

出身のシ ドラ- (Sidler),それにシャフハウ

ゼンやアールガウの出身者4人からなる少数派

の意見は,保護関税を拒否しつつも,対外的な

通商交渉主体を創出することが必要だとして,

スイス内部のすべての通行税,関税を撤廃 し,

盟約者団の外周に統一的関税制度を設けること

を求めた｡統一関税は輸入税を中心とし,輸出

税や通過関税は森林保護のための輸出税を除き

可能な限り低 くする｡ 生活必需品や工業原材料

にはツェントナーあたり0.2-0.5フランという

極めて低い関税を課し,国内からの競争が少な

い消費財にはやや低めの関税を,また植民地物

産や国内に多くの競争者がある消費財には中位

の関税を課す｡さらに工業製品には0.5-5フ

ランの高めの関税を課す｡税収の配分は,最初

の10年間は従来の各カントンの関税税収実績を

顧慮 し,その後は人口比を参考にしつつ道路整

備や徴税の経費を考慮して行い,消費税はその

まま存続するという案であった｡この少数意見

案は,細部を除けば,5年後に実現する関税制

度に非常に近いものであった54)｡

他方,盟約者団会議で書記職を務めるゴン

ツェンバ ッハ (Augustv.Gonzenbach) は,

1840年代に通商状況についての一連の報告書を

作成し,またコンコルダー ト方式で関税改革を

行うことを構想して,28ヵ条からなる具体的な

提案を行った｡輸出入税と通過関税を統一化す

るが,利用税的な橋税 ･通行税や各種の消費税

については統一的な規則を定めるにとどめると

いう控えめな,したがって実現可能性がより高

54) Huber,A.,前掲書,162ページ以下｡Rupll,W.,前掲

書,140ページ以下,246ページ｡Wartmann,H,前掲書,

439441ページ｡盟約者団がこの改革を行う権限につい

ては,以下のように述べていた｡｢同盟規約の第8条は,

盟約者団会議に,各カントンの絶対多数の賛成により,

外国と通商条約を結ぶ権限を与えている｡つまり,12の

カントンの賛成があれば,外国の関税制度に対 して義務

が生じる｡この類推からするならば,この同数の賛成に

よって,スイス関税制度を発足させることができる｣｡
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い案であった55)｡同盟規約の規定を前提とする

限り上記の少数派意見の案は行き過ぎであり,

また橋税や通行税を撤廃すれば,交通網の維持

が不可能になるだろうというのが,彼の考え方

であった｡また,関税引き上げに対する予防措

置として,関税率変更について全会一致条項を

盛 り込むこと,豊かで消費力のあるバーゼルや

ジュネーブなどの負担を相対的に大きくするこ

となどを主張していた｡

しかし1845年の討議では,15のカントンが抜

本的な改革に反対 し,｢一般に,自由貿易の原

則が尊重されねばならない｣との生彩のない決

議がなされたのみに終わってしまった｡1846年,

55) Huber,A,前掲書,165ページ以下｡Rupli,W,前掲

書,141ページ以下oWartmann,H.,前掲書,440ページ

以下｡

1847年と,グラールスはゴンツェンバッハの案

に沿った関税改革の提案を行ったが,これらの

盟約者団会議の枠内での試みは,いずれも同盟

規約の規定の不十分さによって挫折してしまっ

た｡これによって抜本的改革を求める勢力は,

盟約者団を枠組みとする改革に見切 りをつけ,

各カントンの個別の努力による事態の打開を目

指 していったのである｡ (次号に続く)

(本稿は,平成八年度文部省科学研究費特別研究員

奨励費によって助成を受 けた研究成果の一部であ

る)




